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        ・審査担当の職員が内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

・ 資料貸出しの準備ができましたら、区

の担当者から連絡します。 

（申出書の受理決定から２週間程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 必要に応じて、実務取扱者と区担当者で現地

調査を行う場合もあります。 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 区境界プレートもしくは区境界石で現

地標示を行う必要がある場合は区から

支給します。 

            （裏面もあります） 

 

 

 

 

 

 

※ 申出書に訂正や記入漏れ等がある場

合には連絡します。 

※ 補正完了後、正式な受付となります。 

 

     

 

 

・ 区が貸出ししました資料に基づき

調査、測量及び検討を行って下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・区担当職員と打ち合わせた現地標示物

で境界点を埋設して下さい。 

（注意）境界協議または管理区域確認が不調に

なった場合は現地の区の標示物（ﾌﾟﾚｰﾄ、境界石

等）はできません。 

② 申      出 ③ 申出書の添付書類確認・預かり 

現  地  調  査 

⑪ 現地標示物（指定箇所のみ）の支給 

④ 申出書類の審査 申出書の補正 

      出 

⑤ 受理決定・区担当者決定 

⑥ 資料の貸出し ⑦ 調 査・測 量 

⑧   線 形 打 合 せ  

・ 実務取扱者の調査・測量の結果に基づき境界予定線形及び立会者の範囲

について打合せを行なって下さい。 

※ 区担当者は立会い、現地確認等で不在の場合がありますので、事前

に電話で予約のうえ来庁して下さい。 

※  

⑨  現     地     立     会     日     の     調     整      

・ 現地で、申出者及び関係土地所有者の方に提示すべき境界予定線形が決まりました

ら、立会日の調整を行ないます。 

 
⑩  現     地     立     会 ・ 協     議 

・ 区担当者が、実務取扱者から予定線形の説明をうけます。 

・ 申出者及び関係土地所有者の方に、予定線形の説明を現地で行ないます。 

・ 関係土地所有者の方の合意が得られない場合は、協議不調となり境界または区域は決まりませ

ん。（この場合、申出書の取下げをお願いします。） 

⑫ 現 地 標 示 

① 土木部管理課

の窓口で調査 
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・下図提出時に現地での確認日の調整を

行います。 

・記載事項等のチェックを行い現地確認

用に座標を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 原図と同じサイズで下図を作成して

下さい。 

・ 土地境界図作成方法（見本）を参照

して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・別紙記入例を参照して下さい。 

 

 

    ・現地確認が完了し、訂正事項がなくな

ってから関係土地所有者の署名・捺印を

いただいて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※実務取扱者の方の認印をお持ち下

さい。 

 

 

 

 

                          問い合わせ先：板橋区土木部管理課境界確定係 

〒173-8501東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号 （南館 5F） 

℡03（3579）2507 

⑭ 下図のチェック 

⑱ 原 図 の 提 出 ⑲ 通知書（確認書）の決裁 

⑬ 下図の作成・提出 

⑮ 現   地   確   認   測   量 

・ 区の担当者が指定する箇所を実務取扱者の方に実測していただきま

す。（許容誤差は図上距離 15ｍまでが５ｍｍ以下、15ｍを越える場合は距

離の 1/3000です。） 

・ 指摘事項があった場合の取扱いについては、区担当者と協議してくだ

さい。 

※ 現地の実測は機械もしくはスチールテープを使用して下さい。 

⑯ 原 図 の 作 成 

⑰ 署  名・捺  印 

⑳ 通知書（確認書）の交付 

提出内容 

① 土地境界図（道路管理区域図）

の原図 

② ①の白焼き図（署名・捺印者の

数に 1部加えた部数） 

③ 区からの貸出資料すべて 

㉑ 通知書（確認書）の受領 


